
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　環境局　施設課　苅藻島クリーンセンター　　　　　　　　　　　　（電話番号　078-652-3398）

地方自治法施行令第167条の２第１項２号

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　苅藻島クリーンセンターは竣工から約33年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいるが、中継施設として長期間の稼
働を目指して計画的に補修等整備を実施している。
　本業務は、ごみクレーンのガーダ上に発生している割れの補修を行うものだが、ガーダはごみクレーンを構成する基幹的
な設備であり、本業務を行う上では、当該クレーン設備の機能・構造に精通していることが不可欠である。
　当該クレーン設備は上記業者が独自の技術とノウハウにより一体的に設計、製作しており、クレーン全体の機能・性能を
担保させる点からも上記業者しか施工することができない。
　以上の理由により、上記業者と随意契約を行う。

苅藻島クリーンセンターNo.２ ごみクレーン設備ガーダ亀裂補修

ＪＦＥプラントエンジ株式会社


